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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
二
月
八
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
八
日東

京
都
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事

小

池
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合
子

一

路
線
名

川
野
上
川
乗

二
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区
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村
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六
千
八
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五
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番

十
一
地
内

三
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要
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と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
二
月
八
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
八
日東京

都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

東
村
山
東
久
留
米

二

変
更
の
区
間

東
村
山
市
恩
多
町
一
丁
目
四
十
六
番
五
十
五
地

先
か
ら
同
所
同
番
八
十
三
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
二
月
八
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

東
村
山
東
久
留
米

二

供
用
開
始
の
区
間

東
村
山
市
恩
多
町
一
丁
目
四
十
六
番
五
十

五
地
先
か
ら
同
所
同
番
八
十
三
地
先
ま
で

三

供
用
開
始
の
期
日

令
和
七
年
十
二
月
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
二
月
八
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

東
村
山
東
久
留
米

二

占
用
を
制
限
す
る
区
間

東
村
山
市
恩
多
町
一
丁
目
四
十
六
番
五
十
五
地
先
か
ら
同
所
同

番
八
十
三
地
先
ま
で

三

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
七
年
十
二
月
九
日

公

告

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２年

法
律
第
６７号

）
第
２４２条

第
５
項
の
規

定
に
よ
り
、
住
民
監
査
請
求
に
係
る
監
査
の
結
果
（
令
和
７
年
１１月

１７日
付
け
で
請
求
人
に
通
知
）
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
７
年
１２月

８
日

東
京
都
監
査
委
員

保
坂

ま
さ
ひ
ろ

東
京
都
監
査
委
員

中
村

ひ
ろ
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東
京
都
監
査
委
員

茂
垣

之
雄

東
京
都
監
査
委
員

後
藤

靖
子

東
京
都
監
査
委
員

小
粥

純
子
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